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委員長 浅田剛正 

 

県士会会員による研修会企画と申告方法について 

 

この度、新潟県臨床心理士会研修委員会では、会員の皆さまが企画する研修機会を、臨

床心理士資格更新のための２群ポイント対象の研修機会（注１）として認定する体制を整

備しました。ここでの研修機会とは、大規模な研修会に限らず、少人数のグループ S V、

ケースカンファレンス、会員内のミニ研修会等を含みます。コロナ禍により多くの研修機

会が制限されてきた近年の状況ではありますが、クライエント・ユーザーのためにも、日

頃の臨床実践活動の質の担保と臨床心理士相互の研鑽に資する研修機会を、会員の皆さま

のお力で一層充実したものにしていただきたく存じます。 

会員各位におかれましては、すでに実施している研修機会の運営、部会活動の一環とし

ての研修会の開催、あるいは今後研修会・勉強会を計画される際に、下記に示した研修会

企画とその運用のためのフローおよび書式等をぜひご活用ください。 

(注１)臨床心理士教育・研修委員会規程別項第２条（２）号に該当する研修機会 

 

記 

1. 研修会・勉強会の立案 

 参加者全員が新潟県士会員（準会員を含む）となる研修機会（グループ S V、ケー

スカンファレンス、会員内のミニ研修会等）を企画される際には、「臨床心理士」研

修機会承認申請手引書（PDF）を参照し、臨床心理士教育・研修委員会規程別項に定

められた第２条（２）または（４）に該当する研修であるかどうかを確認してくださ

い。更新ポイントとして該当するかどうかの判断については、こちらのポイント申請

フローチャートもご参照ください。 

 

2. 研修委員会への事前確認 

 上記の第２条（２）（＝２群ポイント対象）に該当すると判断した場

合、①部会での企画の場合は各部会の研修委員を通して、②会員有志に

よる企画の場合は下記の事前申請フォームを通して、研修委員会に事前

の確認をとってください。 

 なお、この時点では未定の内容があっても構いません。企画段階での

概要を申請いただければ、研修委員会から見通しや更新ポイントとして

認められるための条件などを各企画者にお知らせします。 

事前申請フォーム↓ 

http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/tebikisyo_2020_11.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/tebikisyo_2020_11.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uPoO7e7gdzhh1jT9_pkwye8e_koYDL42/view?usp=sharing


3. 研修会の実施 

 企画した研修を実施します。オンライン研修を企画・開催する際には、こちらのチ

ェックリストをご参照し、倫理面での十分なご配慮をお願いいたします。 

参加者には事前に臨床心理士資格更新ポイントとして申請予定である旨をお知らせ

いただいて構いません。ただし、参加状況（出席状況・時間数・参加形態）その他に

よってポイント数などは未確定であるため、確定的な文言で宣伝すること（「この研

修の参加により 2ポイントになります」など）は差し控えてください。 

また、研修の実施に際しては、必ず参加者名簿を作成し、当日の出席状況の確認

（遅刻・早退を含む）と、出席者の臨床心理士資格番号を記録しておいてください。 

 

4. 研修報告書の作成 

 研修会が終了したら、研修会開催後に出席者（氏名＋臨床心理士登録番号）を記載

した研修報告書を提出していただきます。各自でエクセルファイルをダウンロードし

て、必要事項を記入してください。なお、この報告書作成の際には、ポイント数は空

欄のままで結構です。 

 

5. 研修委員会への報告および審査 

 上記の研修報告書を、研修委員会（niigatacp1990@gmail.com）宛にメールにて提

出してください。研修委員会は毎月第 3 火曜日開催しておりますので、委員会にて報

告書内容を審査し、その認定の可否と、２群ポイントとして認定できる場合にはその

ポイント数と合わせてご連絡いたします。 

 

6. 参加者への通知 

 研修委員会からの通知がありましたら、２群ポイントとして認められた場合は各参

加者へのポイント数の通知をお願いします。また、残念ながら２群ポイントとしては

認められなかった場合も、４群ポイントとして申請が可能な場合がありますので、そ

の場合は、日本臨床心理士資格認定協会宛に別途申請されることをお勧めします。 

以上 

 

https://drive.google.com/file/d/1KHgH_CJ7faHIbTMxjyM6g6iHrUpmBngV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dH5ANpw5j0H5oJGFrmRN5pduW-4-2J9S/edit?usp=sharing&ouid=108536586538311776894&rtpof=true&sd=true

